
令和 7年度

県営住宅 定則募集のご案内

県営住宅入居者の定期募集は、年4 行います。口

募集回 申込受付期間 才旨定入居日

第 1回 令和 7年 5月 1日 lttl～ 5月 15日 lttl 令和 7年 7月 1日

第 2回 令和 7年 8月 1日 (a～ 8月 15日 (a 令和 7年 10月 1日

第 3回 令和 7年 11月 4日 (肉 ～ 11月 18日 (肉 令和 8年 1月 1日

第 4回 令和 8年 2月 2日 (月 )～ 2月 16日 l月 ) 令和 8年 4月 1日

※ 申込受付は、上記申込受付期間の最終日午後5時必着です。

※諸妻情により、受付期間等が変更になることがあります。

募集住宅の詳細は、別添「募集一覧表」をご覧ください。

※ 「募集―判 は、各受付期間の初日に発表します。

※ 入居申込は、 1世帯につき、募集回ごとにすべての県営住宅の中から1戸しか申込みでき

ません。
ご希望の団地を入居申込書へ記入いただき、各管理者へ申し込んでください。

醐 勘 回募集】

定期募集の結呆 応募がなかった住宅については、抽選日の翌日から募集月の月末
(月末が上。日・祝日の場合はその翌日)までを受付期間として く(再募令〉します。
募集の有無、応募方法等については、各管理者へお問t ください。

※定期募集の当選者は申込みできません。

【年間呻

定期追加募集とは別に、年間を通じて随時募集している住宅があります。

詳細については、奈良県営住宅ホームページをご覧いただくか、

各管理者にお問い合わせください。 【https://、― inaЮ ken―sumttjp/】

※定期募集の当選者は申込みできません。



奈良県営住宅(公営住宅)について

県営住宅は、住宅に困窮されている低所得の方々のために、奈良県が供給

している公共賃貸住宅です。

このため、他の民間賃貸住宅とは異なり、収入に応じた家賃制度をはじ

め、入居の申込みから退去に至るまで、公営住宅法や奈良県営住宅条例など

に基づいたさまざまな制限や義務が課せられています。

県営住宅の入居募集は、大きく「一般世帯向け」と「福祉世帯向け」に分

けて行っています。

申込資格は、「一般世帯向け」の申込資格を基本とし、「福祉世帯向け」

は、さらに、それぞれの福祉世帯向け申込資格が惑要です。

入居の申込みをされる場合は、この「募集のご案内」をよくお読みいただい

たうえでお申込みください。
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【重要】申し込む前に必ずご確認ください

≪入居に際しての注意事項≫

①入居決定後の入居説明会までに、敷金 (家賃の3か月分)の納付が必要とな

ります。また、入居説明会で住戸の鍵を受け取られる際に、1か月分の家賃を

直接管理者に納付してください。

② 浴槽、風呂金が設置されていない住宅の場合、設置は入居者で行っていた

だく必要があります。

ガス器具、照明器具などは入居者の負担となります。

住戸内の修繕も、基本的に入居者の負担となります。

③

県営住宅は集合住宅であるため、動物を団地で飼うことは、近所迷惑になり、

入居者間の トラブルの原因になります。

④

となります。

階段の通路灯など、県営住宅の共同施設の管理運営に必要な経費については、

共益費として負担していただきます。

③ すべての団地に駐車場を設置しているわけではありません。

団地ごとの駐車場の有無については、 14～ 15頁でご確認ください。

≪入居後、次に該当する行為をされた方は、退去していただく場合があります≫

①不正な行為によって入居したとき。

②家賃を3か月以上滞納したとき。

③住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

④住宅を無断で他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡したとき。

⑤住宅を無断で他の用途に変更したとき。

⑥住宅を無断で模様替え又は増築したとき。

⑦承認を受けずに入居者以外の者を同居させたとき。

③正当な理由によらないで、無断で20日以上住宅を使用しないkき。

③周辺の環境を乱し、又は他に迷惑をおよばす行為をしたとき。

①暴力団員であることが判明したとき。

犬・猫 。鳥などの動物は飼わないでください。

家賃・敷金以外にも共益費・自治会費・水道料金・電気料金・受信料 (NHK・

一部 BS合む)等が必

県営住宅では、防火・防犯活動、共用部分の清掃活動など、団地全体の良好

環境維持のため、自治会が重要な役割を果たしています。入居後は共用部分の清掃

活動など、自治会活動に積極的に参加・協力いただきます。

≪自治会活動について≫



①入居申込 入居申込書を送付又は希望する団地の各管理者に持参。

締切 :各受付期間の最終日の午後 5時までに各管理者必着

てオ>上尼締〃声でだ裂叢 ιなιⅢ疹台依 鞄 ズ″ι茸せん。
てオ>′ 汀ゆ鶏歌つ ま′世帯′盆戸 r′ 瘤襲)ιか申ι込み

でま茸せん。米必弟雛η ∂σ/▼勿子を賠っててだれ ち

1 入居申込から入居までの手続きについて

(1)入居申込から当選者決定まで

(2)当選された場合

⑤入居

説明会

当日持参頂く必要書類の提出や 1か月分の家賃の納付などの手

続きが完了しましたら、鍵の引き波し等を行います。
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②抽選番号

の通知

入居申込書の受付後、管理者より、入居申込書に抽選番号を記

入 して返送 します。

③公開

抽選会

公開抽選会にて抽選を行い、当選者を決定します。 (詳細は、

12頁)結果は、各管理者のホームページ等でお知らせしま

す。

①当選通知 管理者より、入居資格審査に必要な書類のご案内及び入居資格

審査日 (書類提出日)を郵送にてお知らせします。

②入居資格

の審査

管理者がお知らせした入居資格審査日に、申込者又は同居予定

者が入居資格審査に必要な書類を持参 してください。

③入居決定 入居資格の審査後、資格が満たされていると判断した場合は、

入居決定します。管理者より、入居説明会の案内及び敷金の納

付、連帯保証人に関する書類、その他入居説明会当日持参いた

だく必要書類を郵送にてお知らせします。

④敷金の納

付及び必

要書類等

の準備

入居説明会までに、敷金 (家賃の 3か月分)を納付してくださ

い。また、連帯保証人に関する書類などの入居説明会にお持ち

頂く必要書類や 1か月分の家賃の納付準備をお願いします。



2日 申込先一覧
①紀寺・六条・売間・北和・姫寺 。平城・六条山。小泉・稗田。天理・天理南・

山崎県営住宅に申し込む場合

②東高田・阿部・桜井・纏向・橿原・橿原ニュータウン・坊城県営住宅に申し込

む場合

③高円。西小泉・秋津 。南和県営住宅に申し込む場合

管理者 (申込

先)

(株)東急コミュニティー

奈良県営住宅北部サービスセンター

(16頁の管理者所在地図①参照)

問い合わせ先 TEL 0742-30-1090
開所時間 午前 8時 30分～午後 6時

定休日 土曜日・日曜日・祝日

公開抽1選の結果

の公表

公開抽選日の翌日、 (株)東急コミュニティー奈良県営住

宅北部サービスセンター及び奈良県営住宅サービスセンタ

ー前に掲示し、奈良県営ホームページに掲載します。電話

での問い合わせは、上記開所時間内にお願いします。

管理者 (申込

先)

(株)東急コミュニティー

奈良県営住宅サービスセンター

(16頁の管理者所在地図②参照)

問い合わせ先 TEL 0744-21-‐ 0109
開所時間 午前 8時 30分～午後 6時

定体日 土曜日・日曜日・祝日

公層汗可拍選の結果

のノ
ム
｀
表

公開抽選日の翌日、 (株)東急コミュニティー奈良県営住

宅サービスセンター及び奈良県営住宅北部サービスセンタ

ー前に掲示し、奈良県営ホームページに掲載します。電話

での問い合わせは、上記開所時間内にお願いします。

管理者 (申込

先)

奈良県営住宅管理事務所

(16頁の管理者所在地図③参照)

問い合わせ先 TEL 0743-51-2615
開所時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分

定休日 土曜日。日曜日・祝日

公開抽選の結果

の公表

公開抽選日の当日午後 3時より、奈良県営住宅管理事務所

内に掲示し、奈良県営ホームページに掲載します。電話で

の問い合わせは、上記開所時間内にお願いします。
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3日 入居申込資格について

(1)「一般世帯向け」「福祉世帯向け」共通の入居申込資格

次の①～⑥の全ての条件を満たしている方が、「一般世帯向け」住宅に申し込むことができまず。

(「福祉世帯向け」住宅に申し込む場合は、更に 5頁の条件にも該当する必要があります。)

条件 補足

①申込者本人が

奈良県に居住叉

は勤務している

0ただし、海外引揚者、八ンセン病療養所入所者等、DV(配偶者からの暴力)被

害者及び交際相手 (生活の本拠を共にしている)からの暴力被害者は、左記条件を

満たす必要はありません。

②現在、住宅に

困つている

●申込者・同居予定者のいずれかに持ち家がある場合は、原則として申し込むこと

はできません。ただし、持ち家の所有権を指定入居日までに移転することができる

場合は、申し込も`ことができます。 (詳細は 6頁参照)

0現在、公営住宅等(県営住宅・市町村営住宅等)の入居者(入居予定者を含む)は、

原則として申し込むことはできません。(詳細は 6頁参照)

③同居者は親族

であること

0ただし、同居者が次の条件を満たす人は申し込むことができます。

ア 婚約者 :指定入居日より3か月以内に入籍できる場合に限ります。(鍵渡しは入

籍後です)

イ 事実上の婚姻 (内縁)関係にある人 :同一世帯の住民票により続柄「未届けの妻

(夫 )」 が確認できる場合に限ります。

ウ ノヾ―トナーシップ関係の方 :官公庁が発行するノく― トナーシップ関係であるこ

とを証明する書類で関係
jl生

を確認できる場合に限ります。

●不自然な世帯分離による申込みはできません(詳細は6買参照)

④収入が入居収

入基準以下

(算定方法は 8

～ 10頁参照)

●入居収入基準 (基準月収額)が 15万 8千円以下であること。

●ただし、上記基準月収額を超える方でも、「裁量世帯(6頁参照 )」 に該当する場合

は、基準月収額が 21万 4千円以下であれば申し込むことができます。

※入居予定者全員の収入が対象です。

⑤連帯保証人が

いること

0「国内に住所を有し、独立の生計を営み、かつ申込者と同等以上の収入叉は一定

の資産を有する等入居決定者の債務を負担する能力がある人」である連帯保証人が

原則必要です。 (議員など公職の地位にある人が連帯保証人になることは、公職選

挙法など法に抵角虫するおそれがあります。)

●連帯保証の極度 (限度)額は、入居時等における家賃の 6ヶ月分に相当する額に

なります。 (その他、詳細は 11買参照。)

③その他 ●過去に県営住宅に入居していた人は、滞納、無断退去等をしていないこと。

●申込者 (同居予定者を含む)が、①暴力団員でないこと。②自立して生活を営む

ことができること。 (常時の介護を必要とする人であっても、居宅において常時の

介護を受けることによって、自立した生活ができる場合は、申し込むことができま

す。)③未成年 (申込日現在 18歳未満)でないこと。
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(2)「福祉世帯向け」の入居申込資格

「福祉世帯向け」住宅を申し込む場合、4頁の①から⑥の全ての条件を満たし、さらに次の 1～ 4のい

ずれかの世帯条件に該当している必要があります。詳しくは、管理者へお問い合わせください。

1.一般福祉世帯向け  次の①～⑤のいずれかに該当する世帯。

① ひとり親世

爾

現に 20歳未満の子を扶養しているひとり親世帯。(市町村長又は福祉事務所長の

証明等が必要。)

② DV被 害者

世帯

DV(配偶者からの暴力)被害者又は交際相手 (生活の本拠を共にしている)から

の暴力被害者で、次のいずれかに該当する世帯。

ア ①保護施設に入居している世帯、②保護等が終了した日から 5年を経過してい

ない人がいる世帯、③接近禁止命令又は退去命令がその効力を生した日から 5年を

経過していない人がいる世帯(こ ども家庭センターの証明又はそれに類する証明が

必要。)

イ 女1生相談支援センター等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明

書」等が発行されている人がいる世帯

③ ち巳罪被害者

世帯

犯罪被害者等で犯罪により従前の住宅に居住することが困難となり、原則、それを

客観的に証明できる場合。

④ 障害者世帯 申込者本人又は同居予定者の中に、次のいずれかに該当する人がいる場合。

ア 精ネ申障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

イ 療育手帳の交付を受けている人

⑤ 海外引揚者

世帯

海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている世帯で、引揚後 5年以内

の人c

2.身体障害者向け 次の①、②のいずれかに該当する世帯

① 生計維持者 申込者本人が身体障害者手帳を有し、その障害の程度が 4級以上である人で、主と

して生計を維!寺 している場合。

② 申込者本人

又は同居予

定者

申込者本人又は同居予定者の中に、次のいずれかに該当する人がいる場合。

ア 身体障害者手帳の交付を受けその程度が 2級以上である人 ゝ

イ 戦傷病者手帳の交付を受けその障害の程度が 2級以上の身体障害者と同程度

であると認められた人

3口 高齢者世帯向け

いずれか一方が満 60歳以上である夫婦(内縁関係にある人を含む)のみの世帯、又は単身で満 60歳

以上の人
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対象世帯 要件

① 身体障害者が

いる世帯

申込者叉は同居予定者に、身体障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯 (障

害程度が 1級～4級であること)

② 精神障害者が

いる世帯

申込者叉は同居予定者に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人がい

る世帯 (障害程度が 1級又は 2級であること)

③ 知的障害者が

いる世帯

申込者叉は同居予定者に療育手帳 (A、 Bl)の交付を受けている人がいる世帯

④ 戦傷病者がい

る世帯

申込者又は同居予定者に、戦傷病者手帳の交付を受けている人がいる世帯 (戦

傷病者特別援護法第 2条第 1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が、恩

給法別表第 1号表の 2の特別項症から第 6頂症まで叉は同法別表第 1号表の 3

の第 1款症であること)

⑤ 原子爆弾被爆

者がいる世帯

申込者又は同居予定者に、厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被害者が

いる世帯

⑥ 海外弓I揚者が

いる世帯

申込者又は同居予定者に、海タトからの引揚者がいる世帯 (引 き揚 tずた日から 5

年以内であること)

② ノ(ン セン病療

養所入所者等

がいる世帯

申込者又は同居予定者に、プ(ンセン病療養所入所者等がいる世帯 (厚生労働大

臣が定める八ンセン病療養所に入所していた人)

⑥ 高齢者のみ等

の世帯

申込者が 60歳以上である場合、かつ、同居予定者がいる人はそのいずれもが

60歳以上、又は 18歳未満である場合

⑨ 就学前の子ども

がいる世帯

同居予定者に、指定入居国の時点で小学校就学前の子どもがいる場合

(3)裁量世帯について

次のいずれかに該当する世帯をいい、基準月収額が 21万 4千円以下であれば、申込みできます。

(4)「現在、住宅に困つていること」について

① 持ち家を所有されている方

県営住宅は、住宅に困窮している方に提供する住宅です。持ち家を所有されている方が当選さ

れた場合には、住宅の所有権移転が確認できる登記事項証明書等の書類を提出していただきます。

② 県営住宅や市町村営住宅等に入居中 (入居予定を含む)の方

現在、県営住宅や市町村営住宅等に入居中の方は原則として申込みができません。詳細は管理

者にお問い合わせください。なお、当選された場合には、住宅困窮状況に係る書類等の提出をし

ていただきます。

①②について、入居資格審査の結果、入居できない場合がありますので、ご承知おきください。

(5)不自然な世帯分離について

以下のような社会通念上不自然と思われる世帯分離等による申込みは認められません。

①夫婦の別居、父母の別居や夫婦のどちらか一方が子供と申し込む場合など理由がなく世帯を分離

した申込み

②他に扶養すべき人がいる親戚の同居など特に同居する理由のない親族との申込み
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入居申込資格の確認フロー

(1)一般世帯向け住宅の申込みの場合

奈良県ぬに住所又は勤務先がある。

申込資格の詳細は、 4頁を確認してください。

,

I注 現在、公営住宅 (市町村営住宅など)に       I

I  粂暴虐客蓬馨iこ辱譜よき死を打捨宮よ|は
できません。

|

単身で入居される場合は単身入居可能な

住宅を選択してください。

L_…

「多家族」以外は全て単身申し込み可能です。

(募集一覧表の「多家族J又は「単身不可J以外の住宅)

(2)福祉世帯向け住宅の申込みの場合

上記「(1)一般世帯向け住宅」の申込資格があり、かつ 5頁の福祉世帯向け申込資格

1～ 4のいずれかの条件に該当する場合は、福祉世帯向け住宅に申込みができます。

なお、一般世帯向け住宅と同時に申込みはできません。

7

いいえ 申込みできません。

は
い

住宅に困窮している。鶴 ち家がない等) いいえ 申込みできません。

は
い

同居者は親族であり、不自然な世帯分離を
していない。     (6頁 参照)

いいえ 申込みできません。

は
もヽ

基準月収額を計算してください。 (8～ 10頁参照)

いいえ 申込みできません。

は
い

いいえ
基拳月収額が21万4千円凱
下である。いいえ 申込みできません。

いいえ
裁量世帯に該当する。

(6頁参照)
申込みできません。

基準月収額が15万8千円以

下である。

は
もヽ

過去に県営住宅に入居していた場合、
滞納・無断退去等をしていない。

は
い

申込者 (同居予定者を合む)が、暴力団員
ではない。 いいえ 申込みできません。

は
い

申込みできます。



4.入居収入基準 (基準月収額)の確認について

1.申込資格として、申込世帯全員の収入が、県の定める基準月収額以内であることが必要です。

2.基準月収額は、「年間総収入額」んヽら「年間所得金額」を計算 しへ「世帯の年間所得金額」を求め、

さらに「世帯の控除合計額」を差 し引いた額を 12で割り戻 した額です。

年間総収入額から年間所得金額を計算する方法は、「所得区分」 (下表)に より異なります。
*日雇労働の方で、給与所得として賃金をもらっている人は、「給与所得の場合」にならって計算 し、

税務署に自己申告 している人は、「その他の所得の場合」にならって計算 してください。

3.複数の所得がある場合や申込者以外にも所得がある場合は、それぞれの所得計算方法で年間所得金額を

算出のうえ、合算 してください。

基準月収額の計算方法

【記入欄】 
年間総収入額を計算します。

下表 を参考 に計算 して

み ましょう

(複数の所得がある世帯は、

右欄①～③を使って計算してく

ださい。)

本人及び家族 年間総収入額

円

所得区分 就職時期・受給期間・開業時期 年間総収入額の計算方法

現在の勤務先に前年 1月 1日 以前

から31き 続き勤務 している場合
源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている額

円

円

①

②

③

俸給、給料、賃金、

ボーナスなどの所得

です。

年間総収入額は、賞

与、臨時給与、手当

などを合めた税込み

の金額です。

lξ:iξ:息£B係
`年金等をいいます。

事業所得llテJえば、

自営業、サービス業、

等)、 利子

現在の勤務先に就職 してから1年間

に満たない場合

現在の勤務先に勤めて、まだ とか月

分の給与を受けていない場合

の勤務先に前年の 1月 2日 以I盗就

し、現在まで 1年以上勤務している 勤務 した翌月から12か 月間の総収入金額

|

|
1

|

|

|

場合

就職 した月から現在までの給料等の総額

■就労月数 X12か 月+賞与

雇用条件に基づく給与予定月額を 12倍 した年間推定総収入額

年金額の改定があった場合は、改

定通知書の支払い年金額

(2種類以上の課税対象年金を受

給している場合は、その合計支払

い年金額)

前年 1月 1日 以前から引き続き同じ所得税確定申告書控えの所得金額の欄に記載されている額

事業をしている場合 所得金額 =年間総収入額―必要経費

所得、不動産所得等 前年 1月 2日 以後に現在の事業を
事業を始めた翌月からの所得金額で計算 した額

(計算方法については、上記「給与所得の場合」の例にならっ

てください。)

8

引き続き二年以上年金を受給 してい

る場合
前年分の支払金額

年金を受給 してから 1年に満たない 年金証書の支払年金額

(1回分の支払額を 6倍 )場合

年金所得の場合

その他の所得の場合

給与所得の場合

の所得です。 始めた場合



注意事項

1.次のような場合は、年間総収入額を0円 で計算してください。

① 生活保護の各種扶助者

② 出産・結婚 ,定年などの理由で指定入居日までに退職する方で、観降無職・無収入となる人

③ 求職中の方や、無職・無収入の人

2.法令により非課税とされているものについては、所得金額に合みません。
・遺族恩給、増加恩給、傷病者恩給、障害者年金、遺族年金、寡婦年金
,健康保険法による保険給付 (傷病手当金等)

・雇用保険法による失業等給付、労働者災害補償法による保険給付、労働基準法に基づく休業補償等
・生活保護の扶助料、公害認定患者の障害補償費、児童扶養手当等

年間総収入金額から年間所得額を計算 します。

年間所得金額        世  帯  の

控除額を差 し引いて基準月収額を計算 します。

①

一②

円
年間所得金額

世  帯  の

控 除 合 計 額

円

控除後の

年間所得金額

円

基準月収額

円円
円 ■12=

③ 円

世

帯

の
年

間

所

得

金

額

（
世

帯

の
年

間

所

得

金

額

を

合

計

す

る

）

．
　

給
与
所
得

　

　

＋

　

　

　

，

一　

　

年
金

所
得

６５

歳

以

上

６５

歳

未

満

年間総収入額 年間所得金額

551,000円未満 年間所得金額 =0円

551,000円以上～1,619,000円 未満 |(年間総収入額:A)-55万 円

1,619,000円 以上～1,628,000円 未満 1,069,000-1,074,000円

11628,000円 以上～1,800,000円 未満

1,300,000円 以上～3,600,000円 未満
1捨て)〕 ×28-8万 円

3,600,000円 以上～6,600,000円 未満
〔(A)■ 4宝 B(千円未満端数切

捨て)}X32-44万 円

控

除

後

の
年

間

所

得

金

額

　

世

帯

の
年

間

所

得

金

額

か

ら

控

除

額

を

差

引

く

控
除
額

（
１０
買
の
該
当
す
る
控
除
額
を
合
計
す
る

）

6,600,000円 以上～8,500,000円 未満 (A)× 09-110万円

と,100,000円 以下 年 PH号 所得金額 =0円

1,100,001円 以上～3,300,000円 未満 (A)-110万 円

3,300,000円 以上～4,100,000円 未満 (A)× 075-27万 5千円

600,000円以下 年間所得金額圭o円

600,001円以上～1,300,000円 未満 (A)-60万 円

■ 12室

※ 15万 8千円
以下の人

※裁量世帯 (6頁

参照)に該当する

人は、基準月収額
が 15万 8千円を

超えても、21万
4千円以下であれ
ば申込みができま
す。
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1,300,000円 以上～4,100,000円 未満

4,100,000円 以上～7,700,000闘 未満

(A)XO,75-27万 5千円

(A)× 0,85-68万5千円

7,700,000円 以上～10,000,000円 未満 |(A)X095-145万 5千円

4.100,000円 以上～7,7001000円 未満 -68万5千円

-145万 5千円7,700,000円 以上～10,000,000円 未満

(A)× 0,85

(A)× 0,95

その他の所得

+



各種控除について

一般控除

特別控除 0所得税法上の各控除要件に該当しており、課税証明書やその他書類等で確認できることが必要です。

●令和 3年 7月 咲降、公営住宅法施行令の措置により、給与所得と年金所得の合計が10万円以上であれば10万円、

10万円未満であればその額を控除します。(※ )

同居及び

扶養親族

控  除
入居人数

名

申込本人
刊名

遠隔地扶養

名

]

親族控除額
万円

一人につき 38万円申込者本人を除く、同居親族及び遠隔地扶養親族

×38万 円=+

|

控1除種別 控1除対象者 控除額

老人扶養控除 扶養親族(合計所得金額が48万円以下である者)の うち年齢70歳以上の人

老人控除対象

配偶者控除
同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下である者)の うち年齢70歳以上の人 10万 円

親族控除のほか

一人につき

特定扶養控除
扶養親族俗 計所得金額が48万円以下である者)の うち年齢16歳以上23歳未

満の人
25万円

親族控除のほか

一人につき

障害者控除

申込者本人、同居親族及び扶養親族のうち、次の①～⑤のいずれかに該当する人

① 精神保健指定医などから中度・軽度の知的障害者と判定された人

② 身体障害者手帳の交付を受けている人で3級～6級あ人

⑥ 戦傷病者手帳の交付を受けている人で第4頂症～第5頃症の人

④ 年齢65歳以上で障害の程度が①②と同程度であることの福祉事務所長

の認定書を交付されている人

⑤ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2級 。3級の人

特別障害者

控   除

申込者本人、同居親族及び扶養親族のうち、次の①～⑥のいずれかに該当する人

① 心神喪失状況にある人

② 精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された人

③ 身体障害者手帳の交付を受けている人で1級・2級の人

④ 戦傷病者手帳の交付を受けている人で、特別頃症～第3頂症の人

⑤ 原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている人

⑥ 常に就床を要し、複雑な介護を要する人

⑦ 年齢65歳以上で障害の程度が①②③と同程度であることの福祉事務所

長の認定書を交付されている人

③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で生級の人

一人につき  27万円

親族控除のほか

一人につき  40万円

寡婦控除

合計所得金額が500万円以下で、下記の「ひとり親控除」に該当せず、

次のいずれかに当てはまる人

(1)夫 と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人

(2)夫 と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が、明らかでない人

×(2)の場合、扶養親族の要件はありません。

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は、

対象外です。

寡婦の方で所得がある場合

27万円
ゝ

所得(※ の控除後)が27万 円

未満の場合はその額

ひとり親控除

合計所得金額が500万円以下で、現に婚姻をしていないこと又は配偶者の

生死が明らかでない人で、生計を―にする子(総所得金額等が48万円以下

で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る。)がいる

人

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は、

対象外です。

ひとり親の方で所得がある場合

所得(※ の控除後)が35万 円

未満の場合はその額

35万円

控1除種別 控1除対象者 控1除額
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5.県営住宅の家賃について

今回応募される団地の家賃

は、右記の基準月収額の収

入区分①～⑥に応 じた、募

集一覧表 (別添)の家賃に

なります。

「募集一覧表」例

県営住宅入居者の方は、毎年 (7月 頃)世帯全員の前年の収入状況を申告す

る必要があります。県ではこの申告に基づいて翌年度の家賃額を決定 します。

また、退職等により収入が著 しく低額になったときなど、家賃の減額ができ

る場合があります。詳細については、各管理者にお問い合わせ下さい。

6.連帯保証人について

連帯保証人を立てられない場合、以下のとおり取り扱いますので、各管理者

にお問い合わせください。

(1)家賃債務保証業者を連帯保証人にすることができます。

家賃保証業者との契約は、契約料及び毎年の更新料がかかります。

(2)以下にあてはまる場合は、連帯保証人を免除することができます。

①生活保護受給者で2親等内の親族がいない者で代理納付措置を得てい

る者                        I
② DV被害者で2親等内の親族がいない者

③ 身体障害者手帳保持者、精神障害福祉手帳保持者で2親等内の親族が

いない者

④ 65歳以上の高齢者で2親等内の親族がいない者

⑤災害被害者

収入区分 基 準 月 収 額 (円 )

ρ 104,0000

/② 104,001 123,000

/q 123,001 139,000

「④＼ 139,001 158,000

⑤ ＼ 158,001 186,000

⑥ 214,000
、  186,001

面積

(ド ) ノ ヽ家賃 (円 )

37.7
(D ll,100

(D18,400

② 13,500

《)21,300

③ 16,000

()23,300
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7日 申込み可能な住戸について

(1)単身者の場合

入居できる住戸の間取りに制限がありますので、「募集一覧表」にて「多家族」又は「単

身不可」と表記されていない住戸に申し込も`ことができます。

(2)多家族の場合

「募集一覧表」にて「多家族 3人以上」又は「多家族 4人以上」と表記されている住戸に

は、各人数以上の世帯が申し込めます。

(3)身体障害者の場合

申込者本人又は同居予定者の中に、次のいずれかに該当する人がいる場合に限り、「募集

一覧表」にて身体障害者向けに改造している「下肢障害者向け (車イス常用者向け)」 、

「視覚障害者向け」の住戸に申し込むことができます。

ア 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が 2級以上である人

イ 戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が 2級以上の身体障害者と同程度である

と認められた人

詳しくは、「募集一覧表」をご覧下さい。

8 申込みの無効・失格について

次のような場合、申込みは無効です。従つて、当選しても失格となります。

①申込書に不正な記載があったとき。

②申込書に必要事項が記載されていないとき。

③入居資格がないとき。

④友人等の寄合世帯や家族を不自然に分割した世帯として申し込まれたとき。

⑤ l世帯 (婚約者との申込みの場合等も 1世帯とする)につき 2通以上の申込み (重

複申込み)をしたとき。

③原貝」、入居時に申込書に記載した人全員が同時に入居できないとき。(ただし、死亡・出生を除く。)

②指定期日までに、入居資格審査の必要書類が提出されないとき。

9日 入居予定者の選考方法について

①入居予定者の選考方法

各住戸ごとに抽選を行い、当選者1名とネ甫欠者3名まで決定します。

②抽選方法

抽選は、申込みの受付の返信でお知らせした抽選番号で行います。

抽選器に申込者の数だけ抽選玉を入れ、抽選器から最初に出てきた玉の番号が当選と

なり、次の番号が補欠の第 1位、以下第 2位、第 3位になります。
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10日 入居決定について (ご注意 )

○ 抽選の結果、当選されても、入居が決定するものではありません。当選後、書

類等による入居資格の審査を行います。審査の結果、入居資格を満たしている

と認められた方について、入居を決定し、「入居決定通知書」を発行いたしま

す。

○ 才旨定入居日までに入居手続を完了されない、入居決定後に必要な書類の提出が

ない等の場合は、入居決定を取り消すことがあります。

11.県営住宅に関する注意事I買

○浴槽・風 呂金 について

浴槽、風呂金が設置されていない住宅の場合、設置は入居者で行って

いただく必要があります。

○ガス器具・照明器具等について

ガス器具、照明器具 (一部を除く)な ども入居者の負担となります。
※退去の際、住戸の原状回復として、浴槽・風呂釜・ガス器具等、入居者
が設置された器具は入居者負担で取り外していただきます。

O自治会活動について

県営住宅に入居された方には、団地全体の良好な環境維持のため、自治

会活動に積極的に参加・協力していただきます。

○共益費について

階段の通路灯等共同施設の管理運営に必要な共益費などについて、
負担をしていただく惑要があります。

○ 「事故住宅」 について

「事故住判 とは、次のいずれかの人の死に関する事案が発生した住宅です。

① 自然死や不慮の死 (特殊清掃等が行われたものに限る。)の うち、発覚
から概ね 3年間が経過していないもの

② 自然死や不慮の死 (入浴中の転倒事故や食事中の誤味など)以外の死の

うち、発生から概ね 3年間が経過していないもの

仕様については他の住宅と変わりありませんが、お申し込みされる際は、十分に
ご理解いただいた上、お申し込みください。

※ 1入居にあたっては、「事故住宅であることを承矢日して入居する」旨の同意書
を提出していただきます。

※ 2亡 くなられた方の具体的な状況については、お答えできません。
×3入居後は、いかなることがありましても、事故住宅であることを理由に、

他の住宅へのあっせんを受けることはできません。
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12B県営住宅所在地について

鐵地名 所在地 電車最寄駅 電車最寄駅からの交通手段 備考

紀  寺

奈

良

市

東紀寺町3丁 目1番 近鉄奈良駅
(バス)天理駅行、紀寺住宅下車、東

へ徒歩5分

P

一部EV

BS

六 条 六条西4丁 目5番 近鉄西ノ京駅
(バス)奈良県総合医療センター行、

六条山下車、徒歩すぐ
P

高  円 古市町2208-9番地(光 が丘)他 近鉄奈良駅
(バス)山村町又は藤原台行、

春日苑住宅下車、南東へ徒歩5分

売  間 東九条町788番 )也 他 」R奈良駅
(バス)シ ャープ前または白土町行、

北神殿下車、西へ徒歩5分
P

】ヒ  不日 東九条町1424番地 他 JR奈良駅
(バス)シ ャープ前または白土町行、

南京終町下車、北西へ徒歩5分
P

姫  寺 東九条町960番地 JR奈良駅
(バス)杏中町行、宮の森町西口下

車、南へ徒歩 3分
P

平 城
秋篠町1294-1番地

押熊町 691-1番 地
近鉄高の原駅

(バス)学園前駅行、県営平城住宅下

車、南へ徒歩 3分
P

六条山 六条西3丁 目26番 近鉄西ノ京駅
(バス)奈良県総合医療センター行、

六条西町下車、西へ徒歩10分
P

刀ヽ 泉 大

和

郡

山

市

小泉町1678番 1 」R大和小泉駅
(バス)近鉄郡山駅行又は失田山町行、

片桐西小学校下車、北西へ徒歩5分

P

EV

BS

西小泉 小泉町2958番地 」R大和小泉駅
(バス)近鉄郡山駅行又は矢田山町行、

泉原南口下車、北東へ徒歩5分
P

稗  田
稗田町476番地

番条町1-1番ナ也・25番地
JR郡 山駅 南へ徒歩25分 P

東高田
大和

高田市

出22番地 他

西坊城町133-1番 地 他
近鉄浮孔駅 南へ徒歩10分

P

一部EV

BS
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団地名 所在地 電車最寄駅 電車最寄駅からの交通手段 備考

天 理 天

理

市

標本町1575番地 他 」R標本駅 西へ徒歩10分

P

EV

BS

天理南 永原町116番地 近鉄・」R天理駅
(バス)桜井駅北口行、乙木口下車、

西へ徒歩5分

秋 津

御

所

市

池之内733-1番地 他 JR玉手駅 南へ徒歩10分 P

阿 部

桜

井

市

阿部650番地・660番地

679-2番 地
近鉄・」R桜井駅 南西へ徒歩20分 P

纏  向 辻67番地 」R巻向駅 北西へ徒歩5分 P

桜  井 西之宮 197-3
JR香久山駅

近鉄大福駅

北へ徒歩5分

北西へ徒歩7分

P

EV

BS

橿 原

橿

原

市

川西町77番地 他

光陽町50-2番地
近鉄橿原神宮前駅

(バス)イ オンモール橿原行、光陽

町下車、南へ徒歩3分
P

橿原ニュー

タウン
白橿町4丁 目23 近鉄橿原神宮前駅

(バス)南 白橿行、南妙法寺町下

車、西へ徒歩すぐ

坊 城 東坊城町416-1番地 他 近鉄坊城駅 南西へ徒歩15分 P

南  禾日

五

條

市

住川町1264番地 」R北宇智駅 北東へ徒歩25分 P

山 崎

生

駒

市

山崎新町11-1番地 近鉄生駒駅 南へ徒歩8分

※

吉 野

吉野郡

吉野町
丹治492番地・494番地 近鉄吉野駅 北へ徒歩5分 P

【備考欄】
P・ ・・・駐車場設晋L(全ての希望者が利用できるとは限りません)、

EV・ ・・エレベーター設置
BS・ ・・BSア ンテナ設置
※吉野県営住宅について、募集は別途吉野町において行います。詳しくは、吉野
町にお問い合わせください。
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管理者所在地図

(株)東急コミュニティー

奈良県営住宅

北部サービスセンター ё

T630-8115

奈良市大宮町 5丁 目 3-14

不動 ビル 1階

T E Li0742-30-1090

定休日:土曜日 '日 曜日・祝日

営業時間 :午前 8i30～午後 6:00

大宮」ヽ学校● マンション●

ヨ

釜大路箕

コンビニエンスストア

中央
郵便局

至近鉄寮良駅

ア

●
ト

コ

L
(1欠

'[″

急 ¬ ,世 |ア ィ

余 R叫 ⅢIイ ヤイ|IL部 リー
「

ス キどンター

(不動Eル ]階 )

(株)東急コミュニティー

奈良県営住宅

サービスセンター

至 京都

極原市役所

N

④
至 大阪

至

T634-0005

橿原市北八木田丁1丁 目 1-18

橿原中央 ビル 5階 1号室

T tt L:0744-21-0109

定休日:土曜日・日曜日・祝日

営業時間 :午前 8:30～午後 6:00

至

糟
原
神
密
勅

●

・
鵜
嚇

法
軒

源
資

本
胃

厭

内肝11「

漱 1東急 ヨニ ]とテ ィー

鳴t常十ltサ  tiス t'ンタ

(1越 臣中央ヒル5皓 )

奈良県営住宅管理事務所

T639-1041

大和郡山市満願寺町 60-1

奈良県郡山総合庁舎 3階

T E Li0743-51-2615    
笙流置等

定休日:土曜日・日曜日・祝日

営業時間 :午前 8:30～午後 5:15

地図C

都山犠
Ｎ①●アぜタ

富
雄
川

至
橿
療

稼

蕪
llVl田 け,今 1司府日)

大 ,こ 膚よ市

郡曲総合庁舎
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入居申込書記入例

申込警に聰理事項が記識されていないときや、不正な記識があつたときは燃触となります。

■切手(85円)tよ 、2檄 (雀・選信)貼つてください。 ■電話番号は、必ず墨間に運構が取れる連騒先 (携帯電話も可)

を記入のこと。

学込みの果営住宅名 棟   号

一般

福 祉

夕患ヽ基
Al棋

住 所 増・郵輝皓静な○○
名
称 (オネ)火イ′、萄参

な

ま
え 余 及 太 郎 様

う    タ  ロ  ウフリガナ  チ
中
　
込
　
者

フリガナ

氏 名

夕 :ヽ,ウチ  う

太 郎余 風
(O年 OO日 4二〉

電話番号―   (0働③33Э

勤

務
　
地

所
在
地

電話器サCO∞100)∞∽

余凛市雑司な
○○○

抽せん番号

嘴1込みの県営住宅名 本来  号
※

一般

福祉
ホ基

Al棟

号

ださい。

込みの県営住宅名・棟号につもヽて
2カ所に同じ内書を用入してください。

(例 :福祉向け・小泉園地・Al

6 3 9
４
１
二 0

■
日
日

郵イ死往復 はが き

切 子
を必ず
はって
ください

O てくだ

抽せん番号

※

※は記入しないで
ください。

込書

Vゝ 。

返 信

‐
と

の
ド
折
り

奈良果 住宅入居申

奈 事 殿

のlil込 みの言と載内

OO年 ○○月○○日

に加連するときは、中込みを無効
されても共譲のないこ を智約し、次のとおり中し込みますc

一般福社世帯向1サ住戸の申込みについては、

「空家募集のこ案内 5買 1,一般福祉世帯向けどの欄を参考に

申込資格内容または番号をご記入くだすい。

(例 :「母子どまた1よ 「①」)

あなたの住所・氏隼 '郵使番号を

と

○を付I

|こ のはがき

拍 選 番 号 の お 知 ら

ハ ッ Vヽ

とこ
し
て
差
し
ロミ
し
て

亮
さ
Vヽ

※は記入しないで
ください。

を記入してください。

と

　

≡
」

ろ

余 象
府火をサ好卜

',①
騰顧寺 ①

⑥     郡 ○○  村

(,x望 景|)

様方

(フ リガナ)

氏   名
生年月日 年齢 性  別 統柄 H破  業

( ナラ タロウ )
泰鷺 熊雄

SOO
OO.OO OO Э 女 ■人 各法員

( ナ, ハナサ )
泰鷺 花子

&OO
OO.OO OO

房 C 春 パー ト

( ナラ カズコ )
森嵐 ―子

H.OO
OO,OO OO

男 (D 子 高猿虫

( すラ イチロウ )

森漣 ―郎

H.OO
OO.OO ○○

9女 子 中学虫

( ナラ フキヨ )
奏え 改手

H.OO
OO.OO ○ ○

男 煙D 子 小学生

入
居
し
よ
う
と
す
る
者

( )

計    5  人 長男・ ―雑 (2)

け住戸の申込みについて

障害を有する方の続編・名磁・等級を配入
してください。 (例 :畏男・―郎 2級)

型 式 間取 り
面積
(∬ )

6764DK
6,6,45,45(洋 ),6(DK)

(多家族4入以上)_

単身で申し込む場合は「多家族」又は「単身不可』

以外の住戸から選んでください。

※単身で入居できる住戸には、間取りに制限があります。

詳しくは、「募集一覧」をご覧ください。

夕J
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個人情報の保護について

奈良県では、個人情報を適正、かつ安全に取り扱うため、「奈良県個人情報の保護に関す

る法律の施4子条例」の趣旨に従い、次のような措置を講しています。

ア 収集の制限

あらかしめ取り扱う目的を明らかにしたうえで、原則として本人から収集しまず。

イ 利用及び提供の制限

事務の必要性から収集した個人情報は、目的タトには利用、提供しません。ただし、団地

内自治会の円滑な運営のため、本人の同意を得た上で、入居者情報 (入退去年月日・住所

・氏名)を自治会に対して提供することがあります。

また、暴力団員の該当性の有無を確認するため、奈良県警察本部に照会することがありま現

ウ 適正な管理

保有する個人情報は、正確かつ最新の状態に保つように努め、漏えいや減失に対する防止

について細心の注意をはらいます。

● 奈良県県土マネジメント部 まちづくり推進局 住宅課

● 奈良県営住宅管理事務所

。 奈良県営住宅指定管理者 株式会社東急コミュニティー

県営住宅の入居資格を満たさない場合について

基準月収額が基準を超えるなど、入居資格を満たさない方は、県営住宅を申し込めません。

下記、UR賃賞住宅 (旧 :公団住宅)等をご検討ください。

● UR賃貸住宅 (旧 :公団住宅)UR都 市機構 奈良営業センター

TEL 0742-71-5561


